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○ 商品の用途，性質等に基づく制約の下で，同種の商品等について，機能又は美感に

資することを目的とする形状の選択であると予測し得る範囲のものであれば，当該

形状が特徴を有していたとしても，商標法３条１項３号に該当する  

○ 本願商標に係る容器の香水が，一定期間一定程度売り上げられ，雑誌等に掲載され

たとしても，その立体的形状がシンプルで，特異性が見いだせず，類似の形状の香

水も複数存在し，酷似する形状の香水すら存在することに照らすと，本願商標の立

体的形状が，独立して自他商品識別力を獲得するに至っているとまではいえず，し

かも，本願商標が，香水とは必ずしも取引者や需要者が一致するとはいえない「洗

濯用漂白剤その他の洗濯用剤，清浄剤，つや出し剤，擦り磨き剤及び研磨剤」等の

指定商品に使用された場合，原告の販売に係る商品であることを認識することがで

きるとはいえず，商標法３条２項の要件を充足するとはいえないとされた事例  

 

（関連条文）商標法３条１項３号，２項  

 

原告は，洗濯用漂白剤その他の洗濯用剤，清浄剤，つや出し剤，擦り磨き剤及び研磨剤，

美容製品，せっけん，香料類及び香水類，精油，化粧品，ヘアーローション，歯磨きを指

定商品として立体商標を国際出願したところ，拒絶査定を受けた。本件は，原告の拒絶査

定不服審判請求について特許庁が同請求は成り立たないとした本件審決の取消しを求める

事案である。本件審決は，本願商標は，商標法３条１項３号に該当し，同条２項に該当し

ないとしたものである。なお，原告は，本願商標に係る容器の形状の香水“Ｌ’ＥＡＵ Ｄ’

ＩＳＳＥＹ”（ローディッセイ）を販売している。  

 

本判決は，以下のとおり，本願商標は，商標法３条１項３号に該当し，同条２項に該当

しないとして，原告の請求を棄却した。  

「客観的に見て，商品等の機能又は美感に資することを目的として採用されると認めら

れる商品等の形状は，特段の事情のない限り，商品等の形状を普通に用いられる方法で使

用する標章のみからなる商標として，商標法３条１項３号に該当することになる。  

 また，商品等の機能又は美感に資することを目的とする形状は，同種の商品等に関与す

る者が当該形状を使用することを欲するものであるから，先に商標出願したことのみを理

由として当該形状を特定人に独占使用を認めることは，公益上適当でない。  

よって，当該商品の用途，性質等に基づく制約の下で，同種の商品等について，機能又

は美感に資することを目的とする形状の選択であると予測し得る範囲のものであれば，当

該形状が特徴を有していたとしても，同号に該当するものというべきである。  



 他方，商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠とまでは評価されない立体的

形状については，それが商品等の機能を効果的に発揮させ，商品等の美感を追求する目的

により選択される形状であったとしても，商品等の出所を表示し，自他商品を識別する標

識として用いられ，又は使用をされた結果，その形状が自他商品識別力を獲得した場合に

は，商標登録を受けることができるものとされている（商標法３条２項）。…  

本願商標に係る香水が，一定期間一定程度売り上げられ，雑誌等に掲載されたとしても，

その立体的形状がシンプルで，特異性が見いだせず，類似の形状の香水も複数存在し，酷

似する形状の香水すら存在することに照らすと，本願商標の立体的形状が，独立して自他

商品識別力を獲得するに至っているとまではいえない。しかも，本願の指定商品には，香

水とは必ずしも取引者や需要者が一致するとはいえない「洗濯用漂白剤その他の洗濯用剤，

清浄剤，つや出し剤，擦り磨き剤及び研磨剤」等の商品をも含まれている。以上の諸事情

を総合すれば，本願商標は，上記指定商品に使用された場合，原告の販売に係る商品であ

ることを認識することができるとはいえず，商標法３条２項の要件を充足するとはいえな

いといわざるを得ない。」  


